
県教育委員会における障がい者雇用について

令和元年12月13日

教 育 人 事 課

１ 障がい者雇用率の状況（法定雇用率２．４％）
平成３０年度 ： １．４９％ 〔法定雇用率達成のための必要人数：６６人〕

令和元年度 ： １．６５％ 〔法定雇用率達成のための必要人数：９３人〕

障がい者雇用率の改善が進まなかった要因

①臨時講師等の算入による影響分（▲２７人）

大分労働局通知(9月2日付け)により臨時講師等を対象者に新たに含める

考え方が示されたため、必要人数が２７人増加し９３人となった。

②障がい者雇用年次計画の未達成分（▲４人）

２ 今後の対応（令和２年度当初予算要求中）
法定雇用率達成のため必要な人員は、障がい者雇用年次計画を見直し、非常勤

職員の採用枠を拡大して対応

教育庁、県立学校、教育機関で、事務補助等として４０人を新たに雇用

障がい者雇用年次計画の見直し 単位：人

計画 実績 計画 実績 計画 見直し(案)
①正規職員 9 9 9 7 21 16

教員 0 0 0 0 8 2
教育事務 0 0 0 0 5 6
 制度周知による新規申告者 9 9 9 7 8 8

15 13 12 52
教育庁ﾜｰｸｾﾝﾀｰ等
(教育庁･県立学校・教育機関)

3 3 0 40

ｷｬﾘｱｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 12 10 12 12
③雇用計(①+②) 9 9 24 20 33 68

法定雇用率を達成するための必要数 66 93

【27】
33 64 0 0

H30(11月以降) R1 R2

②非常勤職員

 【うち労働局通知による影響数】

雇用必要数に対する不足数 57

［資料_(3)協議_①］
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